
ヨ
シ
ーー
ヨナ

町
の
人
。
天
正
十
二
年
入
居
朔
目
前
附
利
家
か
ら
、

穴
水
の
内
五
十
依
及
び
阿
野
の
内
九
十
依
の
地
を
賜

は
っ
た
が
、
殴
長
十
一
年
之
を
失
う
た
。
子
孫
快
k

m
H
右
衛
門
と
副
制
す
る
。

ヨ
シ
モ
リ
吉
森

珠
洲
郡
仁
江
の
内
の
小
手
。

ヨ
シ
ヤ
ゴ
エ

義
屋
越
河
花
梢
市
谷
か
ら
活
花

寺
に
迦
ず
る
道
路
を
い
ふ
。

ヨ
シ
ロ

吉
路
珠
洲
郡
青
少
他
の
内
の
小
字
。

吉
尾
口
ョ
ン
臥
至
郡
限
削
の
内
の
小

ョ‘
y
『ヲ

答
。

ヨ
シ
ヲ
カ

吉
岡

江
悩
都
熊
坂
の
内
の
小
手
。

ヨ
シ
ヲ
カ
吉
岡

石
川
郡
河
内
圧
に
鴎
す
る
部

務
。
廻
凶
紙
記
に
、『白
山
郡
定
L
侍
り
て
三
の
室
に

い
た
り
一
苫
々

、
こ
れ
よ
り
育
附
と
い
へ
る
既
に
街
〈

休
み
て
、
依
な
ら
ぬ
身
も
か
り
そ
め
の
附
な
り
け
り

う
き
も
つ
ら
き
も
よ
し
ゃ
よ
し
を
か
』
と
あ
る
。

ヨ
シ
ヲ
カ
マ
サ
ナ
リ

吉
岡
正
成

泊
朝
桝
椴
兵
衛
。

元
総
三
年
御
歩
と
な
り
、
十
五
年
前
聞
世
間
徳
の
御
櫛

役
に
任
じ
、
正
徳
三
年
新
番
に
地
み
、
U
干
保
九
年
新

知
二
百
石
脅
得
て
組
外
に
列
L
、
十
七
年
十
且
一
一
十

日
七
十
二
歳
を
以
て
裂
。
子
孫
相
緩
い
で
務
に
仕
へ

司
令
。

ヨ
シ
ヲ
カ
ヤ
ス
ム
ネ
吉
岡
安
致
活
都
皆
右
衛

門
、
訴
は
安
致
、
字
は
紹
来
、
続
は
商
援
。
寛
政
元

年
交
の
職
を
受
け
て
組
附
奥
力
と
な
り
、
天
保
三
年

三
十
石
を
府
協
せ
ら
れ
、
四
年
六
十
三
銭
を
円相
て
裂

し
た
。
安
致
兵
与
に
粉
し
〈
、
者
す
所
鍛
史
使
関
十

五
怨
・地
域
分
類
』
川
容
・
陸
銀
鈴
四
十
近
容
が
あ
る
。

ヨ
ス
ミ
四
億

臥
辛
一
部
彰
平
の
内
の
小
手
。

ヨ
セ
キ
モ
イ
リ

寄
肝
煎

4
キ
モ

イ
リ
肝
煎
。

ヨ
セ
ダ
カ
寄
一
一日間

滞
政
の
時
、
他
人
の
高
を
自

己
の
所
有
に
併
合
す
る
を
帯
雨
と
い
う
た
。
百
姓
の

死
亡
し
て
男
子
な
き
時
は
、持
高
の
多
少
に
拘
ら
ず
、

成
る
ベ
〈
相
約
者
党
批
て
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
若
し
そ

れ
を
得
ぬ
時
は
親
族
等
に
官
官
お
す
る
を
許
さ
れ
た
。

或
は
子
弟
に
分
附
し
て
別
家
せ
し
め
た
が
、
後
に
死

期
間
し
た
掛
合
に
、
本
家
に
お
一
品
せ
し
め
る
例
も
問
じ

、
。

L
 ヨ

チ

余

地

河
北
部
金
抽
出
庄
に
邸
す
ろ
郎
軒
。

こ
の
村
の
前
内
に
札
村
が
あ
る
の
も
、
金
抽
出
庄
が
到

茂
別
世
祉
領
で
あ
っ
た
鎚
で
あ
ら
う
と
い
は
れ
る
。

ヨ
ツ
ジ
生
ウ
ゲ
悶
辻
峠

臥
京
都
谷
内
の
う
ち

一
来
か
ら
、
北
河
内
の
う
ち
上
河
内
に
来
る
峠
。

ヨ
ツ
ヅ
カ
四
ッ

塚

白
山
地
添
口
の
有
路
な
る

施ャ
山陶
製
附
近
で
、
石
を
獄
ん
で
燦
の
如
き
献
や
一
成

す
者
が
四
つ
あ
る
。
そ
れ
を
四
ッ
ほ
と
名
づ
け
る
。

ヨ
ツ
ヅ
カ
四
ッ
塚

鳳
奈
川
附
軒
問
屋
谷
の
御
銀
地

山
の
印
刷
に
在
る
。
四
階
よ
り
東
北
に
延
び
て
長
さ
九

五
米

・
抱
一
一O
二
米
許
の
聞
に
、
四
法
の
凶
酬
明
と
見

ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
古
へ
よ
り
制
山
と
も
御
部
地

と
も
い
う
て
ゐ
る
。

ヨ
ツ
ツ
ジ
ケ
ン
ユ
ウ
四
辻
賢
一
純

金
滞
在
一
宗
束

仮
恕
光
寺
の
抽
出
。
抗
刊
の
子
で
、文
久
一
兆
年
制
約
し
、

哲
品
川
に
鋲
び
、
後
に
飯
田
叫
商
品
任
ぜ
ら
れ
た
。
明
治

元
年
退
隠
し
て
名
や
・
貸
住
と
改
め
、
明
治
十
八
年
三

且
六
日
況
十
八
訟
を
り
て
寂
。
法
話
相
問
者
院
。

ヨ
ツ
ツ
ジ
ケ
ン
レ
イ
四
辻
賢
盤

金
持
田
県
宗
京

夜
忠
光
寺
の
街
。
仁
随
寺
岡
肘
祐
の
衣
子
と
し
て
生
ま

れ
、
凶
行
の
益
子
と
な
り
、
天
保
}
一
年
六
且
相
約
し

た
。
初
め
哲
品
川
の
門
に
思
び
、
烈
司
に
進
み
、
弘
化

四
年
椴
仰
附
に
初
せ
ら
れ
、
明
治
十
四
年
七
且
十
六

日
七
十

一
政
そ
以
て
寂
。
法
鉱
山
相
成
院
。

ヨ
ツ
ツ
ジ
コ
ウ
ケ
ン
回
辻
公
賢

金
剛
伸
長
宗
東

波
前
田
光
寺
の
崎
町
。
蹴
は
一
包
容
。
お
永
三
年
十一

一月
生

ま
れ
、
明
治
元
年
賢
祐
の
後
住
と
な
り
、
哲
倫
の
門

に
入
旬
、
叉
高
台
車
問
問
に
早
ぴ
、
三
J
i
二
年
収
師
に

任
じ
、
一ニ
十
入
年
拙
少
品
川
郡
に
補
せ
ら
れ
、
四
十
年

四
H
十
抗
日
五
十
八
訟
を
以
て
寂
。
法
議
自
務
院
。

ヨ
ツ
ハ
カ
四
ッ
益
江
川
山
山
州
大
限
寺
の
郊
端
永

山
の
山
胞
に
在
る
。
医
長
引
年
前
悶
利
長
の
恕
が
大

相
官
寺
城
を
攻
悠
し
た
際
、
長
辿
龍
の
家
士
阿
部
式
部
・

村
邦
政
物
・出
向
清
右
衛
門
・河
野
限
引
郎
を
抑
っ
た

別
で
あ
る
。

ヨ
ツ
パ
リ
ザ
カ

漏
尿
坂

金
砂
岩
収
向
か
ら
鑑

悶
臨
町
へ
出
る
聞
の
儲
か
な
傾
斜
旅
や
-
呼
ぶ
。
勉
賂
把

に
、
桃
川
に
惣
引
戸
が
あ
っ
て
、
附

F

丸
の
人
の
之
を

拙
叫
ん
で
荷
ひ
仲
間
〈
も
の
が
水
令
指
一
昨
叫
に
』
」
ぼ
し
て
、

い
つ
も
乾
く
こ
と
が
な
い
か
ら
名
づ
け
た
と
記
す

ろ。
ヨ
ツ
ム
ラ
ヅ
カ
ヤ
マ
四
ッ
村
塚
山

路
島
梢
能

常
時
な
る
佐
披
の
押
印
税
か
ら
国
北
に
在
る
山
0
.
Mさ

一
九
七
米
で
、
品
内
第
一

の
お
阪
で
あ
る
。
地
質
卸

石
安
山
岩
。

ヨ
ツ
ヤ
四
y
屋

石

川

柑
山
尚
刷
出
に

幽
す
る
部

町
問
。
間
以
永
誌
に
、
こ
の
村
領
に
開制
限
錨
津
守
の
邸
祉

が
あ
る
と
犯
す
る
。

ヨ
ツ
ヤ
四
ッ
谷
川
幽
京
消
柳
聞
の
内
の
小
手
。

ヨ
ツ
ヤ
ナ
ギ
四
柳

鹿
島
制
四
倒
保
に
凪
す
る

部
首
問
。
廻
凶
剣
把
に
、『
ょ
っ
柳
と
い
へ
る
既
に
柳
の

あ
ま
た
侍
り
け
れ
ば
立
よ
り
て
、
明
一
人
の
絢
の
陸
に

は
し
め
ね
ど
も
い
と
な
っ
か
し
き
ょ
っ
柳
か
な
』
と

ゆ
め
ヲ
令
。

ヨ
ツ
ヤ
ナ
ギ
ガ
ハ
四
柳
川

臨
応
部
閉
闘
の
山

間
か
ら
山
で
、
凹
柳
を
経
、
商
消
し
て
日
出
知
山
向
に
人

司
令
。

ヨ
ツ
ヤ
ナ
ギ
シ
ョ
ウ
四
抑
庄

鹿
島
郡
に
在
っ

た
。
文
明
抗
年
二
且
の
北
野
祉
領
諸
凶
前
々
目
録
に
、

能
賛
同
湯
川・
問
卿
飛
と
見
え
る
。

ヨ
ツ
ヤ
ナ
ギ
ホ
四
柳
保

鹿
島
却
に
在
っ
た
。

九
O
ニ

承
h

円
三
年
注
迭
の
能
鷲
凶
川
撤
回
録
に
、『
四
柳
保
、

武
川
驚
段
輩
、
承
久
元
年
線
住
定
』
と
あ
ろ
。

ヨ
ツ
ヤ
ナ
ギ
ホ

四
柳
保

山
鳥
怖
に
邸
し
、
滞

政
時
代
で
は
間
切
討
の
み
を
含
ん
で
眠
た
。

ヨ
ツ
ヰ
シ
ユ
メ
回
井
主
馬

医
長
五
年
入

H
=一

日
大
地
寺
城
の
陥
wm
し
た
時
、
前
倒
利
u
k
は
直
に
凶

弁
司
馬
を
城
中
に
入
れ
て
放
火
せ
し
め
た
と
あ
ろ
。

全
腐
は
忍
び
の
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ツ
ヰ
ロ
セ
ツ
四
弁
芦
雲
幼
名
鎚
次
郎
、
後

矩
滋
。
附
々
加
賀
担
仙
の
老
臣
長
氏
に
仕
へ
た
。
芦
訴

は
安
政
二
年
に
生
ま
れ
、
都
を
筋
他
殺
に
、
寝
中
宇佐

佐
木
山
市
訟
に
何
十
，ひ
、
明
治
十
一
日
ヰ
大
坂
府
抑
制
芦
閥
的

門
に
就
い
て
浮
悦
絵
中
、脅
ひ
、
後
劇
棋
を
以
て
殺
と

し
た
。
大
正
九
年
入
且
十
日
六
十
抗
訟
や
.U
て
双
。

ヨ
ナ
イ
ヅ
ミ

米
泉
石
川
猟
ロ
機
庄
に
臨
す
る

部
務
。
加
到
古
跡
考
に
、
長
芋
の
頃
洲
崎
泉
入
道
州
出

先
と
い
ふ
一
俊
大
料
、
前山
，ひ
に
一
族
一
郎
左
衛
門

日山
凶
郎
等
が
こ
a
h

に
民
た
。
今
米
山
水
に
兵
隊
の
探
と

い
ふ
も
の
が
あ
る
と
記
す
る
。
こ
の
部
務
の
往
訟
仰

に
大
都
の
紛
が
あ
り
、
級
廻
・
り
一

O
米
四
を
測
る。

ヨ
ナ
ガ
ジ
ン
ジ
ヤ

世
一説
紳
位

臥
京
都
に
在
っ

た
。
式
内
等
部
枇
杷
に
、『
品
川
永
前
世
。
川
野
郷
大
川

村
銀
座
。
桝
z
帆

E

氷一
明
一岬↓

祭
榊
天
之
道
明
命
0

・例制

也
。
』
と
見
え
、
今
八
幅
削
祉
と
縛
す
る
も
の
是
で
あ

る。
ヨ
ナ
キ
ノ
マ
ツ

夜
時
ノ
松

石
川
郡
矧
谷
な
る

開削谷
川
に
沿
ふ
山
上
に
あ
っ
た
。
小
児
夜
泣
す
る
時
、

こ
の
訟
の
皮
そ
取
り
来
っ
て
枕
訟
に
む
け
ば
止
む
と

、一
+
A
'
u
h
i
、。

L
i
4
4
7
 

ヨ
ナ
ヒ
会
荷

一
掃
政
時
代
に
、
臨
時
に
誕
釣
せ

し
め
、
叉
は
正
規
な
ら
ざ
る
償
問
を
民
的
せ
し
め
る

畿
で
、
村
荷
維
な
ど
に
余
荷
と
い
ふ
も
の
は
こ
の
な

，
 

妹
で
あ
る
。
斡
じ
て
定
額
以
外
に
支
給
す
る
も
の
を

， 


